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　高知女子大学看護学会は昭和51年の設立以
来、看護学発展への寄与、看護の質の向上を
目指して学会や公開講座を開催し、看護を変
革する役割を担ってきた。この様な歴史的な
活動を基盤として、高知女子大学看護学会の
理念をさらに推進するために、本奨学金貸与
制度を設けた。
　本制度は看護学の発展に寄与し、看護ケア
の質の向上に寄与することのできる人材育成
を支援することを目的とし、高知女子大学看
護学会の会員であり、かつ看護系大学院修士
課程ならびに博士課程前期、看護系大学院博
士課程ならびに博士課程後期において、看護
の理論的・実践的追求を目指す方を対象に奨
学金を貸与する。

　高知女子大学看護学会奨学金制度において
は、次の要領により奨学生を募集する。

1 ．奨学金貸与の目的
看護の実践・研究をよりよく発展させ、

国民へのサービス向上を目指す者に対して、
その就学を支援する目的で奨学金（無利息）
を貸与する。

2 ．奨学生募集期間
原則として毎年 4 月 1 日から 6 月15日ま

で。希望者は事務局に連絡のこと。

3 ．奨学生の出願資格
保健師助産師看護師法による保健師、助

産師または看護師の免許を有し、次の各号
の全てに該当する者であること

⑴　高知女子大学看護学会会員（普通会
員、準会員）であること

⑵　看護系大学院博士課程前期／後期あ
るいは修士／博士課程に在学している
こと

⑶　経済的な理由により、修学上、奨学
金を受ける必要がある者

《 高知女子大学看護学会奨学生募集要領 》

4 ．奨学金の貸与期間と額
⑴　貸 与 期 間

①　貸与期間は 2 年間を限度とする。
②　初年度の貸与は当該年度の 4 月に

さかのぼって支給される。
⑵　貸 与 金 額
　　奨学金の貸与月額は 5 万円とする。

5 ．奨学金の返還と期間
　原則として、大学院を修了した月の翌月
より第 1 回返還を開始し、一括又は割賦に
より貸与された金額を貸与期間に1. 5を乗じ
た期間（月数）内で返還しなければならな 
い。

6 ．奨学生願書の提出
　志願する者は、連帯保証人と連署のうえ、
次の書類を提出すること。

⑴　連帯保証人は 1 名とし、次のそれぞ
れの要件を備える者であること。
①　一定の職業をもち、独立の生計を

営んでいること。
②　奨学生に事故ある時は、連帯して

返済の責任を負う能力を有すること。
③　血族一親等以外の者であること。
④　国内に住所を有すること。

⑵　提 出 書 類
①　奨学生願書（様式 1 ）

　奨学金希望の理由をできるだけ具
体的に記入すること。

②　履歴書（様式 2 ）
③　当該大学院課程の指導教員の推薦

書（様式 3 ）
④　当該課程の在学証明書

　願書提出時は、合格通知書または
入学許可書の写しでもよいが、入学
後直ちに在学証明書を提出のこと。

⑤　看護に関する所有免許の写し（Ａ
4 版に縮小のこと）

注：①～③は、高知女子大学看護学会
奨学金制度の規定の様式によるもの
とする。
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③は基金規定の様式を直接指導教員
に送付するので履歴書欄に指導教員
の所属、氏名を記入のこと。また厳
封とし、一度開封されたものは無効
とする。

7 ．奨学生の選考と通知
⑴　上記 6 ．⑴ ⑵ の資料をもとに、高

知女子大学看護学会奨学生選考委員会
の選考を経て奨学生を決定する。

⑵　選考の結果は、高知女子大学看護学
会総会終了後、本人および連帯保証人
に通知する。

8 ．奨学金貸与に関する問い合わせ等
⑴　願書の請求

　本奨学金制度の願書等を必要とする
場合は、返信用封筒に切手を添えて申
し込むこと。

⑵　その他詳細に関する問い合わせ先
　〒781⊖8515　高知市池2751番１
　　高知女子大学看護学会奨学金制度係
 ＦＡＸ 088⊖847⊖5524


